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２ 介護保険施設等に対する指導・監査について 

 

１ 全般的な指導 

「介護保険施設等の指導監督について（老発 0326 第６号令和６年３月 26日付け

厚生労働省老健局通知）」及び介護保険施設等運営指導マニュアルに基づき指導を

行う。各事業者においては、自己点検シートを積極的に活用すること。また、運営

指導は、確認項目及び確認文書に基づき実施することから、事前に確認項目につい

て確認を行い、確認文書に該当するものについて整理しておくこと。 

  そのほか、以下の点について確認を行う。 

  ・令和６年４月１日から義務化された基準等の体制整備の状況 

・令和６年度報酬改定により各種の加算・減算が創設されたものについて。なお、     

算定の根拠となる基礎資料を中心に点検し、その適否についての指導を行うので、

各事業者においては関係資料の整理保管に万全を期すこと。 

・新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に 

関する臨時的な取扱いについて。なお、厚生労働省から発出された事務連絡に基

づき事業所が運用している臨時的な取扱いの内容について確認するので、各事業

所においては厚生労働省の事務連絡内容を把握・整理しておくこと。 

 

 ２ 新庄市指定事業所に対するこれまでの運営指導等における主な指摘・指導 

⑴ 口頭指摘事項 

・運営規程等が変更されているが、変更届が未提出のもの。 

・人員基準及び報酬算定基礎となる資格等の書類が整備されていないもの。 

・人事関係の書類に退職者等のものが含まれており、書類整備が不十分なもの。 

・契約が終了した利用者の書類が混在しており、書類整備が不十分なもの。 

・個別サービス計画について、利用者等の署名又は記名押印がないもの。 

・非常口や避難経路に備品等が置いてあり、避難時の妨げのおそれになるもの。 

・重要事項説明書の記載内容に誤りがあるもの。 

・契約書の署名又は記名押印、訂正印等の不備があるもの。 

 

⑵ 文書による改善を求めた事項 

・事業所内の委員会等で安全かつ適切なサービス提供確保の方策を検討及び記 

録がなされていないもの。 

    ・職員の資質向上のための研修機会が確保されていないもの。 

    ・事故発生時の対応方法が定まっていないもの。 

    ・事故発生後の家族や居宅介護支援事業所等への報告が適切に行われていない 

もの。 
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       ・損害賠償すべき事故が発生しているが、速やかに賠償を行うための対策を講 

じていないもの。 

       ・事故発生後の再発防止のための取組を行っていないもの。 

 

⑶ 改善を勧告した事項 

・利用者又はその家族への説明と同意の手続きを取っていないもの。 

・個人情報の利用にあたり、利用者及び家族から同意を得ていないもの。 

・兼務できない職員が他事業所の業務を兼務しているもの。 

・職員の適切な業務量の管理、管理者による職員の業務管理が適切に行われて 

いないもの。 

・職員の資質向上のための研修機会が確保されていないもの。 

 

⑷ 改善命令、指定の停止又は取消等 

なし 
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令和８年２月 10 日 

厚生労働省老健局老人保健課 
 

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 

各都道府県介護保険担当課（室） 
各市町村介護保険担当課（室）  
各介護保険関係団体      御 中 

← 厚生労働省老健局老人保健課 

今回の内容 

 

「令和８年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る 

処遇改善計画書の提出期限について」 

の送付について 

計１枚（本紙を除く） 

連絡先  T E L  :   

・介護サービス事業所・施設向け：050-3733-0222 

・自治体向け：03-5253-1111(内線 3949、3989) 

F A X  : 03-3595-4010 
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事  務  連  絡 

令 和 ８ 年 ２ 月 1 0 日 

 

 

各      介護保険担当主管部（局） 御中 

 

 

厚生労働省老健局老人保健課 

 

 

令和８年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る 

処遇改善計画書の提出期限について 

 

 

平素より厚生労働行政の推進につきまして、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

「「強い経済」を実現する総合経済対策」（令和７年 11月 21日閣議決定）において、

「介護分野の職員の処遇改善については、（中略）他職種と遜色のない処遇改善に向け

て、令和８年度介護報酬改定において、必要な対応を行う」とされたことを踏まえて、

令和９年度介護報酬改定を待たずに、期中改定を実施し、介護職員等処遇改善加算（以

下「処遇改善加算」という。）の拡充を行うこととしました。 

これを踏まえ、令和８年度の処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書等について、

見直しを行うこととしています。令和８年６月以降分の処遇改善計画書も含め、見直し

後の様式等については２月下旬を目処に案をお示しする予定です。 

 

このため、処遇改善計画書については、通常、処遇改善加算を算定する月の前々月の

末日までに提出することとしているところ、令和８年４月及び５月分を申請する事業者

は、令和８年６月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、令和８年４月 15日までに

提出することとする予定です。この際、これらの事業者に所属する令和８年６月に処遇

改善加算が新設されるサービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、

介護予防支援等）の介護サービス事業所（以下「加算新設事業所」という。）に係る処遇

改善計画についてもあわせて提出することとする予定です。 

ただし、加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和８年４月及び５月分は申請

しない事業者が、令和８年６月以降に処遇改善加算を申請する場合は、令和８年６月以

降の申請に係る処遇改善計画書について、令和８年６月 15日までに提出することとする

予定です。 

 

つきましては、各自治体におかれましては、管内の介護サービス事業所等に周知いた

だくとともに、処遇改善加算の申請受付について御対応いただきますようお願いします。 

都道府県 

市区町村 
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事 務 連 絡  
令和４年４月 25 日 

 
各施設・事業所 管理者 様 
 

新庄市成人福祉課長     
 

変更届出書等の提出に係る留意事項について 
 

当市の福祉行政に御理解及び御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
標記の件につきまして、変更届出書及び介護給付費（介護予防・日常生活総

合事業費）算定に係る体制等に関する届出書等の提出に係る添付書類及び留意

事項等について、別添のとおり送付します。 

つきましては、各種の届出を行う際に参考にしていただき、必要な添付書類

を添えて、下記の期限までご提出お願いいたします。 

 

記 

１ 提出先 

 新庄市役所 成人福祉課 高齢者福祉推進室 

 

２ 提出期限 

⑴変更届出書 

変更があったときから 10日以内に届出してください。 

⑵介護給付費（介護予防・日常生活総合事業費）算定に係る体制等に関する届出書  

翌月から算定を開始する場合は、毎月 15日までに届出してください。

毎月 16日以降に提出された場合は翌々月から算定になります。 

 なお、期限までに届出できない事由がある場合は、別途ご相談くださ

い。 

※⑴⑵ともに社印の押印は不要です。 

３ 留意事項 

  居宅介護支援事業所、地域密着型（介護予防）サービス事業者、介護予

防・日常生活支援総合事業の事業者以外の居宅サービス等は山形県の指定と

なりますので、山形県最上総合支庁福祉担当課に届出お願いします。 

 

 

 
【担当】新庄市成人福祉課 

高齢者福祉推進室 八鍬 

℡：0233-29-5809（直通） 

E-mail:seijinhukusi@city.shinjo.yamagata.jp 
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変更・廃止・休止等の各種届出について 

 

１ 変更届について 

  変更があったときから 10 日以内に市成人福祉課に変更届を提出すること。

また、変更届の提出の際は、別添のとおり変更後の内容がわかる書類を併せて

提出すること。 

 

２ 休止・廃止届について 

  介護保険事業者等は、廃止又は休止をしようとするときは、廃止又は休止の

日の１か月前までに市に届出をしなければならず、当該届出の１月以内に当

該サービスを受けている利用者であって、引き続き当該サービスに相当する

サービスの提供を希望する者に対して、必要なサービス等が継続的に提供さ

れるよう、居宅介護支援事業者等、他のサービス事業者その他関係者との連絡

調整その他便宜の提供を行わなければならない。 

  ついては、廃止・休止しようとする事業者は、廃止・休止の日２～１か月前

の間に居宅介護支援事業所等との連絡調整を行い、利用者に対する必要な措

置をとったうえで、廃止又は休止の日の１か月前までに市成人福祉課に届出

を提出するよう注意すること。 

 

３ 介護給付費（介護予防・日常生活総合事業費）算定に係る体制等に関する 

届出書及び体制状況一覧表等について 

  介護給付費算定に係る届出に添付する書類を、別紙のとおりとしているた

め、加算算定を開始する場合は、期日まで届出すること。また、加算が算定さ

れなくなる場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算

等の算定は行われないので、速やかにその旨を届け出ること。 

 

４ 介護給付費算定に係る体制等に係る届出書等の様式について 

  上記体制等に係る届出書及び体制状況一覧表に関して、県指定の居宅サー

ビス向けの様式と、市指定の地域密着型事業者及び介護予防・日常生活総合事

業事業者向けの様式は異なるため、必ず既定の様式で届出すること。 

  例えば通所介護においても、居宅サービスの通所介護と地域密着型通所介

護では取得可能な加算が異なるため、既定の様式以外では受付することがで

きない。 

※１～３については、居宅介護支援事業所、地域密着型事業所、介護予防・日

常生活支援総合事業の事業所が対象となるため、それ以外の居宅サービス

事業所等は、山形県最上総合支庁福祉担当課に提出すること。 
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変
更
届
へ
の
添
付
書
類
一
覧

N
o

変
　
更
　
事
　
項

添
　
付
　
書
　
類

様
　
式

定
期
巡
回
・
随
時

対
応
型
訪
問
介
護

看
護

夜
間
対
応
型
訪
問

介
護

地
域
密
着
型
通
所

介
護

認
知
症
対
応
型
通

所
介
護

（
介
護
予
防
）

小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護

（
介
護
予
防
）

認
知
症
対
応
型
共

同
生
活
介
護

（
介
護
予
防
）

地
域
密
着
型
特
定

施
設
入
居
者
生
活

介
護

地
域
密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施
設
入

所
者
生
活
介
護

複
合
型
サ
ー
ビ
ス

（
看
護
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介

護
）

居
宅
介
護
支
援
/

介
護
予
防
支
援

1
事
業
所
（
施
設
）
の
名
称

□
改
正
後
の
運
営
規
程

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

2
事
業
所
（
施
設
）
の
所
在
地

□
改
正
後
の
運
営
規
程

□
平
面
図

標
準
様
式
３

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

3
申
請
者
の
名
称

□
登
記
事
項
証
明
書
（
原
本
）
又
は
条
例
等

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

4
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

□
登
記
事
項
証
明
書
（
原
本
）
又
は
条
例
等

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

5
代
表
者
（
開
設
者
）
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
職
名

□
登
記
事
項
証
明
書
（
原
本
）
又
は
条
例
等

□
誓
約
書

様
式
６
－
１

様
式
６
－
２

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

6
登
記
事
項
証
明
書
・
条
例
等
（
当
該
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）

□
登
記
事
項
証
明
書
（
原
本
）
又
は
条
例
等

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

7
事
業
所
（
施
設
）
の
建
物
の
構
造
、
専
用
区
画
等

□
平
面
図

標
準
様
式
３

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

8
事
業
所
（
施
設
）
の
管
理
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
経
歴

□
管
理
者
の
経
歴
書
（
認
知
デ
イ
、
(看

護
)小

規
模
多
機
能
、
G
H
の
み
）

□
資
格
証
の
写
し
（
指
定
基
準
上
資
格
及
び
研
修
が
必
要
な
も
の
に
限
る
）

標
準
様
式
２

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

9

運
営
規
程

【
変
更
事
項
が
以
下
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
の
場
合
】

①
従
業
者
（
職
員
）
の
職
種
、
員
数
及
び
職
務
の
内
容

②
営
業
日
及
び
営
業
時
間

③
利
用
定
員
／
入
居
定
員
及
び
居
室
数
／
入
所
定
員

□
改
正
後
の
運
営
規
程

□
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
一
覧
表

□
資
格
証
の
写
し
（
資
格
が
必
要
な
職
種
に
限
る
）

※
変
更
箇
所
に
下
線
を
引
く
な
ど
し
て
、
変
更
内
容
が
わ
か
る
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。

標
準
様
式
１

1
0

運
営
規
程

【
変
更
事
項
が
上
記
の
①
～
③
以
外
の
場
合
】

□
改
正
後
の
運
営
規
程

※
変
更
箇
所
に
下
線
を
引
く
な
ど
し
て
、
変
更
内
容
が
わ
か
る
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。

1
1

協
力
医
療
機
関
（
病
院
）
・
協
力
歯
科
医
療
機
関

□
左
記
の
変
更
内
容
が
わ
か
る
も
の

ー
ー

ー
ー

○
○

○
○

○
ー

1
2

介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
院
、
病
院
等
と
の

連
携
・
支
援
体
制

□
左
記
の
変
更
内
容
が
わ
か
る
も
の

ー
ー

ー
ー

○
○

ー
ー

○
ー

1
3

本
体
施
設
、
本
体
施
設
と
の
移
動
経
路
等

□
左
記
の
変
更
内
容
が
わ
か
る
も
の

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
○

ー
ー

1
4

併
設
す
る
施
設
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
併
設
す
る
施
設
の
概
要

□
左
記
の
変
更
内
容
が
わ
か
る
も
の

ー
ー

ー
ー

ー
ー

ー
○

ー
ー

1
5

介
護
支
援
専
門
員
の
氏
名
及
び
そ
の
登
録
番
号

※
計
画
作
成
担
当
者
の
交
代
及
び
氏
名
の
変
更
を
含
む

□
介
護
支
援
専
門
員
一
覧

□
従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
一
覧
表

□
資
格
証
、
研
修
修
了
証
の
写
し

標
準
様
式
７

標
準
様
式
１

ー
ー

ー
ー

○
○

○
○

○
○○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

◆
以
下
の
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
変
更
が
あ
っ
た
と
き
か
ら
１
０
日
以
内
に
変
更
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
定
員
の
変
更
や
建
物
の
構
造
等
の
変
更
な
ど
は
、
現
地
確
認
を
要
す
る
の
で
、
事
前
（
変
更
予
定
日
の
１
か
月
前
ま
で
）
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
同
一
法
人
で
複
数
事
業
所
を
運
営
し
て
い
る
事
業
所
に
お
い
て
、
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
る
場
合
は
、
一
つ
の
事
業
所
に
原
本
を
添
付
し
て
い
れ
ば
他
の
事
業
所
は
写
し
で
も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
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令和６年度における介護事故等の発生状況及び事故発生後の対応について 

 
 

１ 発生事故等の内訳 
⑴ 事故種別及び発生場所別内訳 

事故種別 内訳  発生場所 内訳 

転倒 59 件  居室（個室） 21 件 

転落 3 件  居室（多床室） 15 件 

誤嚥、窒息 3 件  トイレ 10 件 

異食 0 件  廊下 11 件 

誤薬、与薬もれ等 8 件  食堂等共用部 20 件 

医療処置 1 件  浴室・脱衣室 1 件 

不明 3 件  機能訓練室 0 件 

その他 11 件  施設敷地内の建物外 2 件 

合計 88 件  敷地外 0 件 

    その他 8 件 

    合計 88 件 

 
※不明、その他は、転倒等の発生は確認していないが、利用者が痛みを訴え、

医療機関に受診したところ、骨折が判明した事故などである。 
 
⑵ 要介護度別内訳     ⑶ 施設種別内訳 

要介護度 内訳  施設種別 内訳 

自 立 5 件  介護老人保健施設 10 件 

要支援 １ 0 件  認知症対応型共同生活介護施設 25 件 

要支援 ２ 0 件  訪問介護事業所（総合事業含む） 1 件 

要介護 １ 6 件  通所介護事業所（総合事業含む） 5 件 

要介護 ２ 27 件  訪問入浴介護施設 0 件 

要介護 ３ 16 件  通所リハビリ施設 0 件 

要介護 ４ 23 件  短期入所型生活介護施設 1 件 

要介護 ５ 10 件  短期入所療養介護施設 0 件 

事業対象者 0 件  小規模多機能型居宅介護施設 0 件 

合計 87 件  介護老人福祉施設 9 件 

   有料老人ホーム 9 件 

集団感染報告分除く 
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⑷ 事故発生時間帯別内訳 

   
 
 
 
 
   

 
⑸ 過去３年間の事故発生状況 

 
 
 

 
２ 事故報告の定義及び対応について 
 
⑴ 山形県指定事業者 

令和７年２月１７日付高支第８９４号山形県健康福祉部高齢者支援課

長通知に従い、当市被保険者に係る事故は、当市まで報告ください。 
⑵ 新庄市指定事業者 

事故発生後の対応は、新庄市介護保険施設等における事故発生時の報告

事務取扱要領を定めています。 
   つきましては、上記通知に沿った事故発生後のフロー図を別紙のとおり

送付しますので、事故発生後の対応の流れの確認としてご活用ください。 

   介護保険指定居宅介護支援事業所 0 件 

   養護老人ホーム 16 件 

   サービス付き高齢者住宅 9 件 

   特定施設入居者生活介護 3 件 

   グループホーム 0 件 

   長期短期入所ホーム 0 件 

   合計 88 件 

発生時間帯 内訳 

0:00～5:59 18 件 

6:00～11:59 32 件 

12:00～17:59 19 件 

18:00～24:00 18 件 

令和６年度 令和５年度 令和４年度 

88 件 52 件 61 件 
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新庄市介護保険施設等における事故発生時の報告事務取扱要領 

 

１ 目的 

  この要領は、介護保険施設等（以下「施設等」という）において、入所者又は利用

者（以下「入所者等」という。）に対するサービス提供中の事故等が発生した場合の、

介護保険施設等の事業者から当市への報告の取扱いを定め、事故等発生時において適

切かつ迅速な対応をとるとともに、事故等の発生要因や事故対応及び再発防止策を検

証し、入所者等に対するサービスの質の向上及び介護保険施設等の運営の適正化を図

ることを目的とする。 

 

２ 事故報告の定義 

  施設等が報告すべき事故の範囲及び期日は、次のとおりとする。なお、事故発生当

日に報告を要する事故が、夜間又は休日に発生した場合は、翌開庁日とする。 

⑴ 事故発生当日に報告を要する事故 

ア 死亡、重篤状態（原因が単なる病気によるものは報告不要） 

イ 一定程度の後遺障がい、一酸化炭素中毒（事故発生原因の如何は問わない） 

ウ 事業所で行方不明と判断したもの 

エ 火災の発生 

オ 自然災害（地震、風水害等）による人的被害及び建物の損壊（損壊程度は問 

わない）等の物的被害 

⑵ １週間以内に報告を要する事故 

ア 医療上の治療を受けた場合 

イ 死亡等につながる恐れがある場合 

ウ 第三者による建物の損傷 

エ 施設内で盗難等の刑事事件が発生した場合 

オ 訪問系サービスにおける利用者宅での物損事故等 

⑶ 市への報告が不要な事故 

 ア 単なる病気による死亡や重篤状態 

 イ 医療上の治療を受けなかった怪我 

 

３ 報告方法 

  施設等は、発生した事故のうち、当日報告を要する事故について、当市成人福祉課

へ電話または市が指定する様式で「第一報」について報告しなければならない。事故

対応後は、最終報告欄にレ点を記載し、当市成人福祉課に報告しなければならない。

また、県指定施設等は、県の規定等に従い、併せて所管の総合支庁に報告すること。 

  なお、事故発生後１週間以内に報告を要する事故については、期日まで市が指定す
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る様式で当市成人福祉課に報告しなければならない。 

 

４ 報告対象 

  報告の対象となる施設等は以下のとおりとする。ただし、下記⑴に係る事故報告は

当市被保険者に係る事故に限ることとし、他市町村被保険者の事故は各保険者に報告

すること。 

⑴ 老人福祉法第５条の３に定めのある施設または介護保険法第８条第 28項及び

第 29項に定めのある施設 

⑵ 居宅介護支援事業者、地域密着型事業者、介護予防・総合事業通所型・訪問型

サービス事業者等の当市が指定する事業者 

 

５ 施設等の責務 

  施設等は、発生した事故に適切に対応するため、次に掲げる措置を行うように努め

なければならない。 

⑴ 事故等に適切な対応を行うためにマニュアルの整備及び職員への周知等を行い、 

情報共有及び研修の機会を設けること。 

⑵ 事故等の原因の解明及び再発防止策を講じるとともに、類似事故の発生を防止 

するための措置を講じること。 

⑶ 事故等に伴う医療費等の負担に関しては、加入保険会社等によく確認を行い、入

所者及びその家族に丁寧な説明を行い、誠意のある対応を行うこと。 

 

６ 市の責務 

⑴ 発生事故への対応 

当市は必要に応じて、都道府県知事等の関係機関へ情報提供を行い、事故等が

発生した施設等への調査及び指導を行うとともに、入所者等に事実確認等を行う

ものとする。 

⑵ 消費者事故通知 

    市長は、消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号）において、消費者事故等に関

する情報を得た場合は、消費者庁長官に対して通知することが義務付けられてい

るため、介護サービス事業所において、消費（役務）安全性が欠くことが疑われ

る事故が発生した場合、消費者庁にその旨を通知する。 

 

７ その他 

  感染症及び食中毒の発生については、従来どおり保健所に報告すること。 

 

この要領は令和５年４月１日より施行する。 
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①各サービスの運営基準「事故発生時の対応」に
　基づき対応する。

②１（1）～（5）の事故
　事故発生当日（夜間・休日等は翌々日等の開庁
　日）に次の項目について、電話またはＦＡＸで第
　１報を行う。
・サービス名、事業所名
・事故報告担当者名、電話番号
・事故発生日時、場所
・事故の概要（利用者名、性別、年齢、要介護・要
　支援度を含む）
・事故原因特定事項（物品名や型番）
　※飲食物や物品等が原因である事故に限る。
・被害の状況　※被害が生じた場合に限る。
③第１報後、速やかに所定欄に必要事項を記載した「事
故報告書」を提出。
④事故対応終了後、最終報告欄に☑を記載した「事故報
告書」を速やかに提出。

２（1）～（5）の事故
事故発生後１週間以内に「事故報告
書」を提出する。

新庄市　成人福祉課

（別紙）

事故発生後フロー図（感染症・食中毒・新型インフルエンザを除く）

・利用者家族
・居宅介護支援事業所
・県指定施設・事業所は所管の総合支庁
・他市町村の被保険者の事故の場合は、保険者の市町村

施設・事業所

１ 事故発生当日に報告を要す
る事故
（1）死亡、危篤状態
（2）一定程度の後遺障害、
　　一酸化炭素中毒
（3）行方不明
（4）火災
（5）自然災害による人的・物
　　的被害

２ １週間以内に報告を要する事故
（1）医療上の治療を受けた場合
（2）物品破損、飲食物への毒物、
　　窒息事故により死亡等の発生の
　　恐れがある場合
（3）第三者による建物損傷
（4）施設内での盗難
（5）訪問系サービスにおける利用者
　　宅での物損事故等

３ 市への報告が不要
な事故
（1）単なる病気に
　よる死亡や重篤状態
（2）医療上の治療
　を受けなかった怪我
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様式１

番号：0233-22-0989

新庄市長　あて

　下記のとおり事故が発生したので、報告します。

令和 年 月 日 午前・午後 時 分

時 分 頃

歳 要介護度：

※第一報後、数日以内に速やかに「事故報告書」を市成人福祉課に送付してください。

※上記１～６の内容が含まれていれば、この様式以外のFAX送信票を使用しても構いません。

5

事故原因特定事項（商
品名や型番）※飲食物
や物品等が原因の事故
に限る。

6
被害の状況
※被害が生じた場合に
限る。

4

事故の概要
利用者等の氏名：

年齢：

※従業員・第三者の怪
我等の場合は、利用者
等の氏名欄にその旨が
わかるように記載して
下さい。（従業員　〇
〇等）

【事故の概要】

※特定の利用者がいな
い場合は、氏名欄等の
記載は不要です。

3
事故発生日時

日時：

午前・午後

事故発生の場所

2
報告担当者氏名

役職：

氏名：

連絡先電話番号

ＦＡＸ 当日報告を要する事故用

報告（作成）日時

1
サービス名

事業所名
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様式２

番号：0233-22-0989

新庄市長　あて

　下記のとおり事故が発生したので、報告します。

令和 年 月 日 午前・午後 時 分

時 分 頃

利用者： 人 従業員： 人

※第一報後、翌日も引き続き、市成人福祉課に送付してください。

※上記１～８の内容が含まれていれば、この様式以外のFAX送信票を使用しても構いません。

8 サービスの停止状況
休止：　　年　　月　　日
再開：　　年　　月　　日

建物被害の状況

7

福祉避難所としての受
入れ
※福祉避難所の場合記
入

6 利用者の避難状況

5

3 被害発生日時
日時：

午前・午後

4

人的被害の状況

※従業員・利用者、そ
れいぞれわかるように
記載してください。

【被害の概要】

2
報告担当者氏名

役職：

氏名：

連絡先電話番号

ＦＡＸ 当日報告を要する事故用(災害用)

報告（作成）日時

1
サービス名

事業所名
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　事故報告書　（事業者→新庄市）
※第１報は、少なくとも1から6までについては可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内を目安に提出すること

※選択肢については該当する項目をチェックし、該当する項目が複数ある場合は全て選択すること

☐ 第1報 ☐  第 報 ☐ 最終報告 提出日：西暦　　　　　　年　　月　　日

事故状況の程度 ☐ ☐ 入院 ☐ 死亡 ☐ その他（ ）

死亡に至った場合

死亡年月日
西暦 年 月 日

法人名

事業所（施設）名 事業所番号

サービス種別

氏名・年齢・性別 氏名 年齢 性別： ☐ 男性 ☐ 女性

サービス提供開始日 西暦 年 月 日 保険者

住所 ☐ 事業所所在地と同じ ☐ その他（

□ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 自立

□ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M

発生日時 西暦 年 月 日 時 分頃（24時間表記）

☐ 居室（個室） ☐ 居室（多床室） ☐ トイレ ☐ 廊下

☐ 食堂等共用部 ☐ 浴室・脱衣室 ☐ 機能訓練室 ☐ 施設敷地内の建物外

☐ 敷地外 ☐

☐ 転倒 ☐ 異食 ☐ 不明

☐ 転落 ☐ 誤薬、与薬もれ等 ☐ その他（ ）

☐ 誤嚥・窒息 ☐ 医療処置関連（チューブ抜去等）

発生時状況、事故内容の

詳細

その他

特記すべき事項

発生時の対応

受診方法 ☐ 施設内の医師 (配置医含む)が対応 ☐
受診

(外来･往診)
☐ 救急搬送 ☐ その他（ ）

受診先

診断名

☐ 切傷・擦過傷 ☐ 打撲・捻挫・脱臼 ☐ 骨折(部位：　　　　　　　　　　　　　　　　　)

☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

検査、処置等の概要

様式３

5

事

故

発

生

時

の

対

応

医療機関名 連絡先（電話番号）

診断内容

4

事

故

の

概

要

発生場所

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

事故の種別

3

対

象

者

）

身体状況

要介護度

認知症高齢者

日常生活自立度

1事故

状況

受診(外来･往診)、自施設で応急処置

2

事

業

所

の

概

要
所在地
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利用者の状況

☐ 配偶者 ☐ 子、子の配偶者 ☐ その他（ ）

西暦 年 月 日

☐ 他の自治体 ☐ 警察 ☐ その他

自治体名（ ） 警察署名（ ） 名称（ ）

本人、家族、関係先等

への追加対応予定

9 その他

特記すべき事項

7 事故の原因分析

（本人要因、職員要因、環境要因の分析）

（できるだけ具体的に記載すること）

8 再発防止策

（手順変更、環境変更、その他の対応、

再発防止策の評価時期および結果等）

（できるだけ具体的に記載すること）

6

事

故

発

生

後

の

状

況

家族等への報告

報告した家族等の

続柄

報告年月日

連絡した関係機関

(連絡した場合のみ)
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高 支 第 6 5 7 号 

令和４年10月28日 

 

 

各介護サービス事業所の管理者 様 

 

 

山形県健康福祉部長 

 

 

送迎等における交通事故の防止及び利用者の安全確保について（通知） 

 

 日頃より、介護保険事業施策の推進に御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、介護サービス事業所の送迎等における交通事故の防止については、これまでも

注意喚起してきたところですが、去る10月22日に、朝日町内で介護事業所の送迎車が信

号のない十字路交差点でダンプカーと衝突し、乗車していた方複数名が負傷するという

交通事故が発生しました。 

各事業者におかれましては、改めて職員に注意喚起をお願いいたします。特に、これ

から降雪期を迎えますので、冬道の安全運転を心がけ、交通事故の防止と利用者の安全

確保により一層努められますようお願い申し上げます。 

なお、介護サービスの提供に伴い事故が発生した場合には、県（事業所を所管する総

合支庁福祉担当課）、市町村、当該利用者の家族等へ連絡するよう県基準条例において

規定しているところですが、利用者の生命に関わる事故等（送迎中の事故により第三者

が死亡、重篤状態となった場合も含む。）については、事故発生の当日中に速やかに報

告くださるようお願いします。 

 

記 

 

１ 車両を使用した送迎業務における全般的な留意事項 

(1) 運転手の健康状況、体調等を把握し、運転者の技量に合わせて、車種に応じた適

任者により運転させること。 

(2) 必要に応じて運転手以外に介護職員を同乗させるなど安全な送迎に配慮するこ

と。 

(3) 車両について使用前の日常点検の実施など安全管理を徹底すること。 

(4) 目視等により運転者の酒気帯びの有無を確認し、その内容を記録して１年間保存

すること。（道路交通法施行規則改正に伴い安全運転管理者の専任義務のある事業

所は令和４年４月１日より義務化） 

(5) 運転者や運転の開始・終了時間などを把握するため、運転日誌を整備すること。 

(6) 道路交通法等関係法令を遵守し交通安全に努めるよう従業者に対する安全教育を

行うこと。 

 
29



(7) すべての席のシートベルトの着用を徹底すること。 

(8) 運転中の不要な急ハンドル・急ブレーキは行わず、安全速度を励行すること。 

(9) 車椅子が必要な利用者に対しては、車両への適切な装着方法を従業者に周知する

などし、衝突時の安全を確保すること。 

(10) 送迎時における利用者の乗降場所は安全な場所を選定すること。 

(11) 昨年から今年にかけて相次いで発生した園児が通園バス車内に置き去りにされ死

亡した事故は、介護サービス事業所でも起こり得ることから、乗車人数の確認や降車

後の車内の確認を徹底し、利用者の所在について職員間で共有すること。 

  

２ 車両を使用した冬季間の送迎業務における留意事項 

 (1) スピードは夏場より10キロ以上減速するよう徹底すること。 

 (2) 車間距離は、路面乾燥時の２倍以上とすること。 

 (3) 夏場以上に、急加速、急ブレーキ、急ハンドル等の急な操作を避けるよう留意する

こと。 

 (4) 視界不良時は、前方をよく見て早めに徐行すること。 

 (5) 車両の追い越しはしないこと。 

 (6) 車両の上に雪が積もっている場合は、雪を全て下ろしてから出発すること。 

 

山形県健康福祉部高齢者支援課 

 事業指導担当 

ＴＥＬ ０２３－６３０－３３５９ 
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